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「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」は、明治 6 年に制定された鳥獣猟規則を原点と

して改正が繰り返され、平成 14 年には全面的な改正が行なわれ現在の形になった。かつては鳥獣

被害には有害駆除で対応することが多く、対症療法的であったが、平成 11 年の改正の際に、科学

的・計画的な管理により人と鳥獣との様々な軋轢を軽減・解消し、長期的な観点から当該鳥獣の

保護を図ることを目的として、特定鳥獣保護管理計画（特定計画）制度が創設された。この計画

は、鳥獣保護事業計画に基づいて都道府県で策定されるものであり、環境省では特定計画の策定

のための技術マニュアルやガイドラインを、哺乳類 5 種、鳥類(カワウ)1 種を対象として作成し

ている。カワウを対象とした技術マニュアルは 2004 年に発行されたが、その高い移動能力を考慮

して広域での管理が謳われているなど、他の 5種とは異なる特徴を持ったマニュアルであった。 

哺乳類の技術マニュアルは、2010 年にガイドラインに改訂されたが、カワウのものは同時には

改訂されなかった。しかし、9 年間の間にカワウの管理は大幅に進展した。関東地域と中部近畿

地域に広域協議会が設立して広域連携の体制が整い、5 県で特定計画またはそれに準じる計画が

策定された。また、個体群管理の概念や技術が確立し、環境省が毎年開催する研修会では個体群

管理を含む多様な管理手法についての知見が集約され、専門家間の討議を経て練られていった。

またこの間、顕著に被害が軽減していく地域がある一方で、全国的には被害地域の拡大は続いて

いた。これらの状況を踏まえ、環境省では、技術マニュアルの改訂をすることとし、2012 年度か

ら検討を重ね、「特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン及び保護管理の手引き（カワウ

編）」として、2013 年 10 月に改訂版を発行した。 

改訂にあたっては、4 回の検討会が開かれ、臨時委員を含めて 8 名の専門家が検討会の場や電

子メール上などで討議してきた。執筆には 13 名が関わり、環境省、水産庁、国交省が連携して調

整を行ない、パブリックコメントの意見を反映して、とりまとめられた。200 ページを超す分厚

いものとなったが、カワウの管理を推進するために欠かすことのできない知見や基準などの重要

事項は「ガイドライン」に簡潔にまとめられ、具体的な内容が盛り込まれている「保護管理の手

引き」との 2 部構成にすることで、短時間でもカワウの管理の基本と全体像が掴めるようになっ

ている。「保護管理の手引き」の第 1 章は、都道府県におけるカワウの管理体制の整備状況から、

今何をすべきか、手引きのどこを読めばよいのかが分かるように誘導するフローチャートと解説

からなっている。「保護管理の手引き」の第 2章は、技術編として、計画の作成や管理体制の構築

についての解説や、調査や管理の手法についての技術指針がまとめられており、第 3 章では歴史

的な経緯や、カワウの生態、被害状況など資料的な価値の高いものと、都道府県レベルでの管理

の事例が紹介されている。講義では、「特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン及び保護

管理の手引き（カワウ編）」を紹介するとともに、その中でも重要な現状把握や、新しく盛り込ま

れた個体群管理について概略を解説する。 



特定鳥獣保護管理計画作成のための
ガイドラン及び保護管理の手引き
(カワウ編)

ＮＰＯ法人バードリサーチ

高木憲太郎

「鳥獣「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関するの保護及び狩猟の適正化に関する法律」法律」のの概要概要

捕獲許可、狩猟鳥獣・特定鳥獣に
関する規制等

（飼養登録、輸出入の規制等）

（鳥獣保護区、休猟区の設定等）

（狩猟免許、狩猟禁止・制限区域等）

特定計画に係る国の技術的助言特定計画に係る国の技術的助言

特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン
（クマ類編）－ 2010年作成

特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン
（ニホンジカ編） － 2010年作成

特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン
（ニホンザル編） － 2010年作成（ニホンザル編） 2010年作成

特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン
（ニホンカモシカ編） － 2010年作成

特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン
（イノシシ編） － 2010年作成

特定鳥獣保護管理計画技術マニュアル
（カワウ編） － 2004年作成

竹生島捕獲個体の移動追跡
平成２０年度魚食性鳥類であるカワウの移動実
態の解明に関する研究業務報告書（2009）より

広域保護管理協議会広域保護管理協議会
【【現在までの取組状況現在までの取組状況】】
（関東）（関東）
H17.4  関東カワウ広域協議会設立
H17.11関東カワウ広域管理指針作成
H18.4  毎年一斉追い払い実施
～ 飛来数約20～30％減少

H23.4

（中部近畿）（中部近畿）

カワウ
（野生鳥獣）

生息環境
（河川）

アユ
（水産）

H18.5中部近畿カワウ広域協議会設立
H19.3中部近畿カワウ広域管理指針作成

【参加団体等】
国（環境省、水産庁、国交省、林野庁）
関係11都県（関東）
関係15府県（中部近畿）

内水面漁協
野鳥の会
関係団体（日本釣振興会等）

関東カワウ
広域協議会

中部近畿カワウ
広域協議会

H23年度
新潟県加入

個体群管理

分布 個体数

分布管理と個体数調整の
考え方と技術が確立！

（分布管理）

ねぐらやコロニーの
位置と数を管理する

新しいねぐらやコロニーの
早期発見・早期除去

（個体数調整）

カワウの個体数を
管理する

・銃器捕獲
　　（シャープシューティング）

・繁殖抑制

・
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重ねられてきた研修会

特定計画の策定状況特定計画の策定状況

都道府県 作成状況 都道府県 作成状況

北海道 滋賀 ○
青森 京都
岩手 大阪
宮城 兵庫
秋田 奈良
山形 和歌山
福島 ○ 鳥取
茨城 島根
栃木 △ 岡山

中部近畿カワウ
広域協議会 群馬 広島

埼玉 山口
千葉 徳島
東京 香川

神奈川 愛媛
新潟 高知
富山 福岡
石川 佐賀
福井 長崎
山梨 △ 熊本
長野 大分
岐阜 宮崎
静岡 △ 鹿児島
愛知 沖縄
三重 計画数 5

関東カワウ
広域協議会

広域協議会
H23年度
新潟県加入

対策あり 対策なし 合計 割合 対策あり 対策なし 合計 割合
北海道 - - - - 0 1 1 0%
青森県 0 0 0 0% 1 17 18 6%
岩手県 1 1 2 50% 9 14 23 39%
宮城県 - - - - 3 5 8 38%
秋田県 0 0 0 0% 1 5 6 17%
山形県 3 3 6 50% 7 9 16 44%
福島県 10 8 18 56% 4 1 5 80%
茨城県 2 3 5 40% 5 2 7 71%
栃木県 13 1 14 93% 19 2 21 90%
群馬県 11 0 11 100% 15 3 18 83%
埼玉県 6 3 9 67% 5 1 6 83%
千葉県 6 4 10 60% 3 7 10 30%
東京都 3 1 4 75% 4 0 4 100%
神奈川県 - - - - 9 1 10 90%
新潟県 5 7 12 42% 8 14 22 36%
富山県 5 2 7 71% 5 3 8 63%
石川県 4 6 10 40% 3 4 7 43%
福井県 9 3 12 75% 6 3 9 67%
山梨県 10 1 11 91% 14 3 17 82%
長野県 6 4 10 60% 15 8 23 65%
岐阜県 27 5 32 84% 27 3 30 90%
静岡県 17 1 18 94% 17 3 20 85%
愛知県 11 1 12 92% 13 1 14 93%
三重県 18 0 18 100% 16 3 19 84%

都道府県
2004年 2010年

拡がる対策地域

||
被害地域は拡大

三重県 18 0 18 100% 16 3 19 84%
滋賀県 14 4 18 78% 22 8 30 73%
京都府 8 2 10 80% 8 0 8 100%
大阪府 - - - - 6 0 6 100%
兵庫県 7 8 15 47% 10 5 15 67%
奈良県 - - - - 13 1 14 93%
和歌山県 7 2 9 78% 9 0 9 100%
鳥取県 3 2 5 60% 4 0 4 100%
島根県 2 6 8 25% 5 1 6 83%
岡山県 13 3 16 81% 16 2 18 89%
広島県 2 2 4 50% 15 1 16 94%
山口県 7 6 13 54% 13 2 15 87%
徳島県 11 0 11 100% 13 0 13 100%
香川県 - - - - 0 0 0 0%
愛媛県 - - - - 5 5 10 50%
高知県 14 2 16 88% 11 0 11 100%
福岡県 4 2 6 67% 2 6 8 25%
佐賀県 - - - - 0 0 0 0%
長崎県 - - - - 0 0 0 0%
熊本県 - - - - 2 0 2 100%
大分県 5 6 11 45% 9 5 14 64%
宮崎県 16 18 34 47% 14 18 32 44%
鹿児島県 4 4 8 50% 3 10 13 23%
沖縄県 - - - - 0 0 0 0%
合計 282 123 405 389 177 566
※数字は漁協数、割合は対策あり／合計の結果を示す。

2004年と2010年における都道府
県ごとのカワウ対策の実施状況

（全国内水面漁業協同組合連合
会によるアンケート調査より）

特定計画に係る国の技術的助言特定計画に係る国の技術的助言

特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン
（クマ類編）－ 2010年作成

特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン
（ニホンジカ編） － 2010年作成

特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン
（ニホンザル編） － 2010年作成（ニホンザル編） 2010年作成

特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン
（ニホンカモシカ編） － 2010年作成

特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン
（イノシシ編） － 2010年作成

特定鳥獣保護管理計画技術マニュアル
（カワウ編） － 20042004年作成年作成

カワウ保護管理検討会名簿
(50音順)

委員

井口恵一朗 （長崎大学）

須川恒 （龍谷大学）

坪井潤一 （水産総合研究センター 増養殖研究所）

座長 羽山伸一 （日本獣医生命科学大学）

山本麻希 （長岡技術科学大学）

臨時委員

石田朗 （愛知県森林・林業技術センター）

亀田佳代子 （滋賀県立琵琶湖博物館）

須藤明子 （イーグレット・オフィス）

検討会

平成24年度

10月 ９日 平成24年度カワウ保護管理検討会 第一回会合

11月19日平成24年度カワウ保護管理検討会 第二回会合

２月26日 平成24年度カワウ保護管理検討会 第三回会合

平成25年度

６月14日～７月13日 パブリックコメント

８月16日平成25年度カワウ保護管理検討会
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執筆関係者・関係機関一覧
(50音順)

井口恵一朗 （長崎大学）

石田朗 （愛知県森林・林業技術センター）

加藤ななえ （バードリサーチ）

亀田佳代子 （滋賀県立琵琶湖博物館）

須川恒 （龍谷大学）

須藤明子 （イーグレット・オフィス）

高木憲太郎 （バードリサーチ）高木憲太郎 （バ ドリサ チ）

坪井潤一 （水産総合研究センター 増養殖研究所）

長谷川理 （エコ・ネットワーク）

羽山伸一 （日本獣医生命科学大学）

藤岡正博 （筑波大学）

箕輪義隆 （日本鳥類保護連盟）

山本麻希 （長岡技術科学大学）

環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室

農林水産省水産庁増殖推進部栽培養殖課

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課

ここがポイント！

「ガイドライン」と「保護管理の手引き」の
2部構成で、カワウの保護管理の全体像が
掴みやすい!

フローチャートの導入と解説により
「いまやるべきことは何か?」がわかりやすい！

個体群管理の考え方とノウハウが詳しい！

カワウの管理のために必要な知識を、
順を追って理解できる工夫がされている！

かしこい読み方

ガイドラインの構成

１．カワウの特性 ・・・・・ ５

（１）カワウの保護管理を巡る諸情勢 ・・・・・ ５

（２）カワウの生態と生息状況 ・・・・・ ６

２．カワウの保護管理の基本的な考え方 ・・・・・ ７

（１）保護管理の考え方と進め方 ・・・・・ ７

（２）順応的管理 ７（２）順応的管理 ・・・・・ ７

（ⅰ）現状把握

（ⅱ）被害とは何か

（ⅲ）保護管理の目標設定

（ⅳ）モニタリングの調査基準

（３）保護管理手法 ・・・・・ ９

（ⅰ）個体群管理

（ⅱ）被害防除対策

（ⅲ）生息環境管理

（４）体制整備と広域保護管理 ・・・・・ 12

（５）対話・教育・参加・啓発活動 ・・・・・ 12

鵜的フェーズによる都道府県の現状把握

県内のカワウのねぐら・コロニー
の位置と個体数を把握している。 鵜的フェーズ１

カワウによる被害の状況を
把握している。

鵜的フェーズ２
（都道府県内に100羽以上）

No

カワウ対策について
漁協や自然保護団体 県内の 鵜的フェーズ３

Yes

No

Yes

No

スタート

漁協や自然保護団体、県内の
他の部署と話し合う場がある。

鵜的フェ ズ３
（都道府県内に500羽以上）

Yes

No

大規模な個体群管理が必
要なほど甚大な被害がある。

都道府県に個体群管理と被害
対策のための計画がある。

Yes

鵜的フェーズ４
（都道府県内に3000羽以上）

鵜的フェーズ５
（都道府県内に10000羽以上）

Yes

鵜的フェーズ６
（カワウの個体数は被害を許容できる
範囲の個体数で安定している。）みんなが目指す最終鵜的フェーズ

※括弧のカワウ個体数は参考イメージ

No

No

カワウ保護管理の手引き ＜技術編＞
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カワウ保護管理の手引き ＜資料編＞
ガイドラインの構成

１．カワウの特性 ・・・・・ ５

（１）カワウの保護管理を巡る諸情勢 ・・・・・ ５

（２）カワウの生態と生息状況 ・・・・・ ６

２．カワウの保護管理の基本的な考え方 ・・・・・ ７

（１）保護管理の考え方と進め方 ・・・・・ ７

（２）順応的管理（２）順応的管理 ７７（２）順応的管理（２）順応的管理 ・・・・・・・・・・ ７７

（（ⅰⅰ）現状把握）現状把握

（（ⅱⅱ）被害とは何か）被害とは何か

（（ⅲⅲ）保護管理の目標設定）保護管理の目標設定

（（ⅳⅳ）モニタリングの調査基準）モニタリングの調査基準

（３）保護管理手法 ・・・・・ ９

（ⅰ）個体群管理

（ⅱ）被害防除対策

（ⅲ）生息環境管理

（４）体制整備と広域保護管理 ・・・・・ 12

（５）対話・教育・参加・啓発活動 ・・・・・ 12

順応的管理
  
 

行政に要望が 

伝えられる 

 

 

事業の 

変更・実施 

事業方針の 

決定 

 

説明責任 

の不足 

事業の 

実施 

 

評価システム 

の不在 

 

 

事業の 

変更・実施

現状把握で役立つ “シート”

ねぐら ・ コロニー　シート参考例　　○　○　県 1

名前
記入者氏名 ○○○友の会 記入年月日 2013年 2月 14日
記入者連絡先 住所 　〒000-0000

電話　 E-mail
所在地 〒000－0000

○○市○○町○丁目　○○鳥獣保護区
海・内湾・河口・河川下流・河川中流・河川上流・池・湖沼・ダム・その他（埋立地　）
公園緑地・雑木林・植林地・アシ原・草地・鉄塔・その他（雑木　人工営巣台　）

生息地環境３ 鳥獣保護区・休猟区・銃猟禁止区域・鉛散弾規制地域・都県立自然公園・国立（国定）公園・その他（　　　　　　　　　　　
施設管理者等 １：○○県○○課　　２：○○市○○課 連絡先 000-000-0000
調査関係者 ○○　○○ 連絡先 000-000-0000

連絡先
地図

生息地環境１
生息地環境２

ねぐら・コロニー番号

【　○○鳥獣保護区　】

○○市○○町○○○番地
○○○-○○○-○○○○ ○○○＠××××．Ｊｐ

◆実施事業 1
調査項目 調査実施概要

個体数調査 ○
営巣数調査 ○
巣立ちヒナ数調査 ○
帰還方向調査 ○
標識調査 ○
植生調査
水質調査
利用者の意識調査
吐出魚調査 ○

対策項目 対策実施概要
生息場所制限 ○
生息場所確保 ○
樹木の枯死対策
水質の改善対策
臭いへの対策
その他

環境教育項目 実施概要
パンフレット
教材
室内展示 ○

室外展示 ○

ねぐら・コロニー番号

2012年3月撮影

◆生息地の状況
ねぐら利用可能樹林面積  ㎡ ねぐら利用面積 ㎡
ねぐら利用場所　　　　　 樹上・地上・構造物（　　　） ねぐら利用樹種

樹上・地上・構造物（　　　） 営巣利用樹種 クロマツ　マテバシイ　トベラ　ニセアカシア他
樹木枯死面積 ㎡ 樹高 なし ・ ０～５m ・ ５～m
樹種別枯死状況

樹種によってコロニーができてから３年で枯死したものもあり（マテバシイ）、

営巣がはじまって10年たっても健在なもの（ビャクシン・エノキ・ムクノキ等）もある。
湾岸道路に面して10ｍ弱の幅で列植されているキョウチクトウは巣作りには好まれないようで、
樹勢等はほとんど衰えていない。
カワウの利用場所のゾーニング
　・　枯死の進んだ場所には、人工の営巣台を設置し、カワウがねぐらや営巣の場所を拡大しないように努めている。

◆人との関係
苦情有り・苦情なし・今後苦情でそう・不明 苦情の件数／年 ０ ・ １～10 ・ 11～100 ・ 100～ ・不明

苦情の出所 管理者・所有者・利用者（散歩の人・釣人）・近隣居住者・その他（　　　　　　　　　　　　　　）
苦情の内容 景観 におい 水質 樹木枯死 林業（　　　　　　　　　　　）

騒音 糞の落下（　　　　　　　　　　） 漁業
その他（ ）

◆備考（周辺のねぐらなどの状況）

樹木の枯死に対して批判の声あり。
人家が近くないためか、臭気等の表立った苦情は聞かれない。
「ヒナの成長が楽しみ」という声もある。

営巣利用場所

苦情の有無

観察会 ○
講座 ○
観察設備

◆カワウの生息状況

現在の状況　（　　継続　　・　　消滅　　） ねぐら成立 1990年ごろ 営巣開始 1995　年
ねぐら期間　　　1月～12月 営巣期間　　　12月～８月

個体数・営巣数の推移
2005年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
個体数 4,267羽 1,518羽 2,810羽
営巣数 247巣 306巣 901巣
2006年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
個体数 3,087羽 1,716羽 1,433羽
営巣数 322巣 433巣 408巣
2007年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
個体数 2,738羽 1,723羽 1,742羽
営巣数 273巣 129巣 756巣
2008年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
個体数 2,872羽 2,183羽 1,506羽
営巣数 362巣 839巣
2009年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
個体数 2,353羽 1,433羽 1,433羽
営巣数 299巣 237巣 879巣
2010年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
個体数 2,879羽 1,043羽 1,096羽
営巣数 343巣 282巣 654巣
2011年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
個体数 3,655羽 1,048羽 1,938羽
営巣数 277巣 175巣 963巣
2012年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
個体数 3,243羽 1,272羽
営巣数 317巣 325巣

現状把握で役立つ “シート”

採食地　シート 京都府 採食地番号（　ａ　）

漁業協同組合名　　○○川漁業協同組合

記入者氏名　　　　　 記入年月日　平成22年7月15日   

記入者連絡先 郵便番号　０００－００００　住所　○○市○○区０丁目００　　　　

電話　　0０００－００－００００ E-mailアドレス　

漁協管理水域 ○○川（○○ダムから上流）

河川管理者 ○○土木事務所 河川砂防室 連絡先 ○○市○○区○○町００-０  (000-000-0000)

地図

◆被害の状況　（被害の場所と時期）

コメント　※　特に被害の多い場所　 被害魚種と被害が大きい時期

　魚種 アユ 被害時期 ４月～５月
　魚種 ハエ 被害時期 １月～５月、１０月～１２月
　魚種 アマゴ 被害時期 １１月～５月

フナは放流しているが、生育していない。
ハエは、秋まで広い範囲で見えるが、冬になると見えなくなる。
見通しの悪いところは、カワウに食べられている。アユも同じ状況。

・被害がある場所 → ○ ・特に被害が多い場所 → ◎ ・アユの放流場所 → ◆ ・糸張り実施場所 → □

６10

○○川漁業協同組合 記入者名 ○○事務局長 記入年月日

　連絡先　　　　住所： 電話： 000-000-0000 FAX： 000-000-0000 E-MAIL：

平成24年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
漁業の流れ アマゴ放流 アユ放流 アユ放流 ウナギ放流 アマゴ放流

フナ放流

カワウ飛来数（該当に○） 多 ・ 少 ・ 無 し 多 ・ 少 ・ 無 し 多 ・ 少 ・ 無 し 多 ・ 少 ・ 無 し 多 ・ 少 ・ 無 し 多 ・ 少 ・ 無 し 多 ・ 少 ・ 無 し 多 ・ 少 ・ 無 し 多 ・ 少 ・ 無 し 多 ・ 少 ・ 無 し 多 ・ 少 ・ 無 し 多 ・ 少 ・ 無 し

最も多い飛来月に　◎ ◎ ◎ ◎
飛来数記入
（1日あたり平均飛来数）

約 ５ ０ 羽 約 ５ ０ 羽 約 ７ ０ 羽 約 ７ ０ 羽 約 ７ ０ 羽 約 ３ ０ 羽 約 ３ ０ 羽 約 ３ ０ 羽 約 ３ ０ 羽 約 ５ ０ 羽 約 ５ ０ 羽 約 ５ ０ 羽

漁業協同組合名

被害対策（頻度記入）

平成24年12月21日

○○市○○区○○町００の0

利用の形態　　 漁業の形態

釣 網 やな 養殖 その他

魚 ア　ユ ○ ○

種 アマゴ ○

名 ハ　エ ○ ○

ウナギ ○

フ　ナ ○ ○

コ　イ ○ ○

ゴ　リ ○

◆カワウの飛来状況

調査結果の有無　　　　あり（①へ）　　　　　　　なし（②へ）

月別飛来数（１日当たり） （単位；羽）

2009年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

飛来数 50 99 84 53

②　飛来数の年間の変化など、印象で結構ですので、書き入れてください

・　今までに観察した群れで、もっとも多かった時期とおよその羽数 ・　ガンカモ調査でのカワウ個体数（23年１月）

個体数 個体数

・　季別のおよその飛来数 （単位；羽） 88

春3～5月 夏6～8月 秋9～11月 冬12～2月 24

40～50 5～10 10～50 50～100 5

・　付近のねぐら・コロニー

　　日吉ダム（南丹市）

平の沢池

桂川-八木大橋

調査地点名 調査地点名

ぐみ谷池

アユの網漁に入る９月下旬から飛来し、今年度は時期も早く、数も多くなってきた。
大きな群れも、１０月頃から３０～５０羽で飛来している。

１１月から１２月は、多い日は５０羽の群れが２つ来る。

　魚種 ゴリ 被害時期 １月～５月、１０月～１２月
　魚種 コイ・フナ 被害時期 １２月～５月

◆被害対策 （※　有害鳥獣捕獲以外の対策について、書き入れてください。）

実施した
ものに○

ロケット花火 ○

爆音器

糸・ロープ張り ○

CDなどの吊り下げ

見回り（7日に１回）

見回り（3日に１回） ○

見回り（毎日）

競技用ピストル

案山子

放流時期の調整

放流方法の工夫 ○

魚の隠れ場所提供

※　対策費として持ち出した費用　2008年度（　５３）万円、最も大きい経費　（人件費）

◆有害鳥獣捕獲・学術捕獲　　2004年度実績 （単位；羽、円）
地図 捕獲場所

捕獲時期

許 可 数
捕獲実績
費     用
効     果
駆除個体
の利用

最近の捕獲個体数（有害・学術）の推移
2007年 8羽 2006年 14羽 2005年 15羽

◆その他ご自由にご記入ください

35,000
数日の効果があり

なし

右京区京北、左京区花脊

4月21日～6月16日
12
7

対策内容

2008年～
右京区中江、栢原
2008年～

　　　月～　　月、　　月～　　月　 瀬への放流、魚のばらつき

テグスをアユ放流時期から張る

　　　月～　　月、　　月～　　月　

　　　月～　　月、　　月～　　月　

　　　月～　　月、　　月～　　月　

　　　月～　　月、　　月～　　月　

　　４月～６月　

　　　月～　　月、　　月～　　月　

　　　月～　　月、　　月～　　月　

　　４月～６月　

　　　月～　　月、　　月～　　月　

　　１月～６月、１０月～１２月　 その時だけの効果 ○
　　　月～　　月、　　月～　　月　

3

数日の効果があり

なし

　　　月～　　月、　　月～　　月　

　　　月～　　月、　　月～　　月　

時　　　期 工夫した内容、効果など ボランティアで行っ
た場合は○を記入

11月28日
12

滋賀県で繁殖増加しているようですが、同じく上桂川管内で平成２０年度から飛来数が増加。
夜明け間近に来ている。午前８時頃は、食べた後で休息している。

松枯れ山も多くあり、今後コロニーを作る場所が見受けられる。
広域一斉駆除等の対策をとらないと、被害の長期化と費用の負担が大きくなる。

見回り ○（３回/週） ○（３回/週） ○（３回/週） ○（３回/週） ○（３回/週） ○（３回/週） ○（３回/週） ○（３回/週） ○（５回/週） ○（５回/週） ○（５回/週） ○（３回/週）

花火等による追払い ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

銃器駆除(市町事業含む） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

案山子等の設置
防鳥糸（テグス） ○ ○ ○ ○ ○

防鳥網
分散放流
その他（　　　　　　　　）

被害対策（頻度記入）
　例：1日2回、週2日

漁場付近の地図

（飛来数が多い地点と被害対象魚種を地図に書き込んでください。
別途、地図に記入していただいても構いません。）

飛来数が多い地点と被害対象魚

備考（対策の効果、困りごと、工夫していることなど）

カワウの飛来は前年（平成23年）よりも

多い ・ 変わらない ・ 少ない

カワウによる被害は前年（平成23年）よりも

とても悪化 ・ 少し悪化 ・ 変わらず

少し改善 ・ とても改善

・以前は、漁解禁後は人を怖がって飛来が無くなって
いたが最近は周年飛来があるようになった。

・○○市の一斉追い払いの後、かなり飛来が増えた。
・猟師が減少し、捕獲が難しくなってきている。

・ ○○地区と△△地区を中心に、

種苗放流後のアユ、アマゴ
寒バエが主に食害にあっている。

被害の状況

現状把握で役立つ “シート”

ｈ

ｉ

ｊ

ｋ

ｎ

ｏ

ｑ

ｌ
ａ

ｂ

ｐ ａ 上桂川

ｂ 大堰川

ｄ 京淀川

ｃ 保津川

ｅ 賀茂川

ｆ 宇治川

ｇ 木津川

ｉ 和知川

ｈ 美山

ｊ 上林

ｋ 由良川

ｍ 東別院

ｌ 久多

ｎ 上宇川

ｏ 野間

ｐ 伊根町

ｑ 網野町

漁 協 名

ｉ

ｈ

ｋ

ｎ

ｏ

ｌ
ａ

ｐ

７

６

府内のカワウ生息状況、被害の状況

ｑ

その他

由良川水系

ｊ

ｂ

２

10

11

３

漁業権の境界

漁業権設定河川
（支流を含む）

ｍ ｄ

ｅ

ｆ

ｇ

ｃ

カワウのねぐら

カワウのコロニー

けいはんな 記念
公園（永谷池）

南大河原大橋

１

１

荒神塚池２

天ヶ瀬ダム３

西田河川敷４

蓼島統合堰下流５

日吉ダム６

由良川河川敷７

羽束師橋上流８
被害のある場所

ｍ
ｄ

ｅ

ｆ

ｇ

ｃ５

３

２

１

８

ねぐら・コロニー

吉富小学校裏９

９

４

１
音無瀬橋上流

淀川水系

水系の境界

２

園部町船岡10

和久川合流部11

桜橋下流３
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被害とはなにか？

人間

対象生物 生息地

人間

カワウ

カワウの場合

魚類

河川湖沼

高まる
被害額の算定の必要性

詳しくは、
以後の講義と
実習で！

ガイドラインの構成

１．カワウの特性 ・・・・・ ５

（１）カワウの保護管理を巡る諸情勢 ・・・・・ ５

（２）カワウの生態と生息状況 ・・・・・ ６

２．カワウの保護管理の基本的な考え方 ・・・・・ ７

（１）保護管理の考え方と進め方 ・・・・・ ７

（２）順応的管理 ７（２）順応的管理 ・・・・・ ７

（ⅰ）現状把握

（ⅱ）被害とは何か

（ⅲ）保護管理の目標設定

（ⅳ）モニタリングの調査基準

（３）保護管理手法（３）保護管理手法 ・・・・・・・・・・ ９９

（（ⅰⅰ）個体群管理）個体群管理

（（ⅱⅱ）被害防除対策）被害防除対策

（（ⅲⅲ）生息環境管理）生息環境管理

（４）体制整備と広域保護管理 ・・・・・ 12

（５）対話・教育・参加・啓発活動 ・・・・・ 12

個体群管理 Pick up!
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【特定鳥獣保護管理計画制度】

野生鳥獣の保護管理を野生鳥獣の保護管理を

科学的・計画的に科学的・計画的に

何をどう
やったのか？

何をどういう
手順でやる？

結果をどう
評価する？

法的な根拠を持って行う法的な根拠を持って行う

ための制度ための制度

結果を第３者
が検証できる

データに

評価する？

なぜ、
一生懸命生きて
いるだけの
生き物を？？

個体群管理を
行なう根拠！

計画的な管理が被害を減らす！

パンフレットの裏表紙に描かれた

元気に跳ねるアユと、去っていくカワウ
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